
補

正

予

算

専

決

処

分

条

例

制

定

条

例

改

正

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
９
号
）

◎
商
工
業
振
興
奨
励
補
助
金
、
ほ
ろ

か
な
い
振
興
公
社
運
営
補
助
金
等
の

増
額
に
よ
り
、
８
８
７
万
８
０
０
０

円
を
追
加
し
、
総
額
39
億
６
２
７
８

万
７
０
０
０
円
と
し
た
。

○
損
害
賠
償

◎
町
道
雨
煙
内
線
と
町
道
東
二
条
北

線
交
点
付
近
を
除
雪
作
業
中
、
除
雪

車
両
を
後
退
さ
せ
た
際
、
交
差
点
に

進
入
し
て
き
た
相
手
方
車
両
左
側
面

後
方
部
分
と
接
触
し
損
害
を
与
え
た
。

（
損
害
９
万
６
０
４
３
円
を
賠
償
）

○
北
海
道
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規

約
の
制
定
並
び
に
廃
止

◎
石
狩
東
部
広
域
水
道
企
業
団
、
石

狩
西
部
広
域
水
道
企
業
団
、
北
海
道

市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
の
３
団

体
は
複
合
的
一
部
組
合
で
あ
る
北
海

道
市
町
村
総
合
事
務
組
合
に
加
入
で

き
な
い
こ
と
か
ら
、
事
務
処
理
を
委

託
、
受
託
で
の
形
で
取
扱
が
で
き
る

よ
う
組
合
の
構
成
団
体
に
対
し
規
約

の
廃
止
、
及
び
制
定
の
議
決
要
請
が

あ
り
日
程
等
を
考
慮
し
専
決
処
分
と

し
た
。

○
一
般
職
員
の
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例

　
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
任
期
付

職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
制
度
に
よ
り
条
例
を
制
定
。

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
均
衡
の
原
則
に
よ
り
、
改
正
さ
れ

た
人
事
院
規
則
の
内
容
を
踏
ま
え
超

過
勤
務
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

上
限
を
定
め
る
よ
う
条
例
を
改
正
。

○
幌
加
内
町
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
短
時
間
勤
務
の
医
師
に
対
し
、
通

常
の
時
間
勤
め
る
医
師
と
は
金
額
を

変
え
、
月
額
を
減
ず
る
よ
う
条
例
を

改
正
。

編集：議会広報特別委員会
No.198

編集：議会広報特別委員会

○「
大
山
医
師
の
診
療
継
続
」
に
つ

い
て

　
本
町
で
暮
ら
す
上
で
、
医
師
確
保

は
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に

必
要
不
可
欠
な
重
要
課
題
で
あ
り
、

地
方
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

使
命
で
も
あ
る
。

　
大
山
医
師
に
つ
い
て
は
、
平
成
31

年
３
月
31
日
を
も
ち
現
行
制
度
に
お

い
て
は
定
年
退
職
と
な
る
が
、
本
町

の
医
療
、
特
に
北
部
方
面
の
医
療
体

制
維
持
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
医
師

と
し
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
た
い

旨
の
話
を
し
て
き
た
。

　
そ
の
結
果
、任
期
付
職
員
と
し
て
、

体
力
的
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、
今
後

も
一
定
期
間
診
療
を
継
続
す
る
こ
と

で
了
解
を
い
た
だ
い
た
。

町 
長 

行 

政 

報 

告

町
長
行
政
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
３
月
６
日
に
開
催
、１
名
が一般
質
問
、請
願
１
件
、報
告
５
件
、

承
認
１
件
、議
案
18
件
が
提
出
さ
れ
原
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

平
成
31
年　
第
１
回
定
例
会（
3
月・６
日・13
日・15
日
）

　
１
月
18
日
に
開
催
、
議
案
１
件
が
提
出
さ
れ
原
案
の
と
お
り

決
定
し
た
。

平
成
31
年　
第
１
回
臨
時
会（
1
月
18
日
）
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意

見

書

補

正

予

算

発

議

貸

付

○
幌
加
内
町
簡
易
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
技
術
士
法
施
行
規
則
改
正
に
よ
り

水
道
環
境
の
科
目
選
択
要
件
が
除
か

れ
た
こ
と
か
ら
条
例
を
改
正
。

○
町
有
財
産
の
無
償
貸
付
け

　
・
貸
付
財
産

　
幌
加
内
町
字
幌
加
内
６
５
５
番

１
１
の
一
部
土
地
（
鉄
道
用
地
）

７
９
２
平
方
メ
ー
ト
ル

　
幌
加
内
町
字
幌
加
内
６
５
５
番

１
０
１
の
一
部
土
地
（
雑
種
地
）

６
４
８
平
方
メ
ー
ト
ル

　
幌
加
内
町
字
朱
鞠
内
６
２
９
４

番
１
の
一
部
土
地
（
雑
種
地
）
９

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル

　
・
貸
付
の
相
手
方

　
ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
北
海
道
バ
ス

株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役　
小
玉
宏
文

　
・
貸
付
目
的

　
ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
バ
ス
深
名
線

運
行
に
係
る
幌
加
内
駅
車
庫
及
び

朱
鞠
内
三
叉
回
転
場
敷
地

　
・
貸
付
期
間

　
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
38

年
３
月
31
日

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
10
号)

　

町
民
保
養
セ
ン
タ
ー
増
改
築
工

事
、
町
民
保
養
セ
ン
タ
ー
増
改
築
工

事
管
理
業
務
委
託
料
、
担
い
手
確

保
・
経
営
強
化
支
援
事
業
補
助
金
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
助
成

金
、
保
育
所
運
営
費
、
介
護
給
付
訓

練
等
給
付
費
等
の
増
加
に
よ
り
、
３

億
３
５
０
３
万
５
０
０
０
円
を
追
加

し
、
総
額
42
億
９
７
８
２
万
２
０
０

０
円
と
し
た
。

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

　
療
養
給
付
費
、
一
般
被
保
険
者
療

養
給
付
費
等
の
減
額
に
よ
り
、
１
２

３
２
万
２
０
０
０
円
を
減
額
し
、
総

額
２
億
２
５
４
６
万
３
０
０
０
円
と

し
た
。

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付

金
の
減
額
に
よ
り
、
76
万
４
０
０
０

円
を
減
額
し
、
総
額
３
２
７
３
万
６

０
０
０
円
と
し
た
。

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
等

の
増
加
に
よ
り
、
１
０
２
万
２
０
０

０
円
を
追
加
し
、
総
額
２
億
２
８
６

万
４
０
０
０
円
と
し
た
。

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

　
１
月
20
日
、
政
和
地
区
に
て
発
生

し
た
漏
水
復
旧
に
関
わ
る
修
繕
料
及

び
特
別
修
繕
料
の
増
加
に
よ
り
、

１
１
６
万
５
０
０
０
円
を
追
加
し
、

総
額
７
９
１
５
万
４
０
０
０
円
と
し

た
。

○
平
成
30
年
度
幌
加
内
町
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

除
雪
業
務
委
託
料
の
増
加
に
よ

り
、
12
万
円
を
追
加
し
、
総
額

７
６
７
０
万
９
０
０
０
円
と
し
た
。

○
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
に
お
け
る
会
計
年
度
任

用
職
員
の
処
遇
改
善
と
雇
用
安
定
に

関
す
る
意
見
書
案

　
協
議
の
結
果
、
承
認
し
た
。

○
幌
加
内
町
議
会
傍
聴
人
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　
全
国
町
村
議
会
議
長
会
で
示
さ
れ

た
標
準
町
村
議
会
傍
聴
規
則
の
傍
聴

の
手
続
き
に
つ
い
て
、
一
部
改
正
が

行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
幌
加
内
町
議
会

傍
聴
人
規
則
の
一
部
を
改
正
。

★　議会を傍聴してみませんか　★
　定例会は３月・６月・９月・12月の年４回開催されます。傍聴の手続きは簡単、受付票に「住所」「氏名」を書いていただければ結構です。
　予算審査特別委員会、決算審査特別委員会は年 1回開催されます。

・第 １ 回 定 例 会　３月中旬
・予算審査特別委員会　３月中旬
・第 ２ 回 定 例 会　６月中旬～下旬
・第 ３ 回 定 例 会　９月中旬

・決算審査特別委員会　10月中旬～下旬
・第 ４ 回 定 例 会　12月中旬～下旬

議
会
の

開
催
時
期

議会事務局／役場３階　
☎ 0165-35-2121（内線373）
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ＱＡ

Ａ

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国

民
の
４
人
に
１
人
が
加
入
し

国
民
皆
保
険
の
医
療
体
制
の
重
要
な

柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
国
保
税
の
滞

納
世
帯
が
全
加
入
者
の
15
パ
ー
セ
ン

ト
を
越
え
、
協
会
健
保
や
組
合
健
保

と
比
較
し
て
も
、
国
保
は
加
入
者
に

重
い
負
担
を
強
い
る
制
度
と
な
っ
て

い
る
。

　
国
保
税
が
高
く
な
る
の
は
、
高
齢

者
の
割
合
が
高
い
、
あ
る
い
は
加
入

者
の
所
得
水
準
が
低
い
な
ど
構
造
上

の
問
題
も
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
要

因
と
し
て
、
世
帯
の
人
数
を
算
定
基

礎
と
す
る
「
均
等
割
」
が
あ
る
。
世

帯
の
人
数
が
保
険
税
に
影
響
す
る
の

は
国
保
税
だ
け
で
あ
る
。

　
本
町
の
平
成
30
年
度
の
均
等
割
額

は
医
療
分
と
支
援
分
含
め
て
３
万
１

２
６
４
円
と
な
る
。
家
族
が
一
人
増

え
る
ご
と
に
３
万
１
０
０
０
円
ず
つ

増
え
て
い
く
。
２
人
世
帯
と
５
人
世

帯
を
比
べ
れ
ば
、
仮
に
同
所
得
で
も

税
額
は
９
万
円
以
上
も
違
い
、
所
得

に
関
係
な
く
課
せ
ら
れ
る
均
等
割
は

子
育
て
支
援
に
も
逆
行
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
全
国
知
事
会
な
ど
地
方

３
団
体
が
求
め
る
よ
う
に
廃
止
、
軽

減
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
本
町
に
お
い
て
も
独
自
の
政
策
と

し
て
、
当
面
は
、
子
供
の
「
均
等

割
」
の
軽
減
、
免
除
を
検
討
願
い
た

い
。

答
弁 

町
長

国
保
税
算
定
に
つ
い
て
は
、

所
得
金
額
の
多
少
に
か
か
わ

ら
ず
、
加
入
者
１
人
当
た
り
で
負
担

す
る
均
等
割
と
、
１
世
帯
当
た
り
定

額
で
負
担
す
る
平
等
割
が
あ
る
。
均

等
割
と
平
等
割
を
合
わ
せ
た
応
益
部

分
が
国
保
税
の
お
お
む
ね
50
パ
ー
セ

ン
ト
。

　
本
町
は
、
45
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る

よ
う
設
定
し
て
い
る
。
制
度
上
、
加

入
世
帯
員
が
多
く
な
る
ほ
ど
国
保
税

の
負
担
増
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
低
所
得
者
に
対
し
、
所
得

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
７
割
、
５
割
及

び
２
割
の
軽
減
制
度
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
昨
年
12
月
21
日
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
「
平
成
31
年
度
税
制
改
正
の

大
綱
」
で
は
、
軽
減
対
象
世
帯
に
係

る
所
得
判
定
基
準
額
を
引
き
上
げ
る

こ
と
で
示
さ
れ
、
地
方
税
法
の
改
正

案
が
現
在
、
国
会
で
審
議
中
で
あ

る
。

　
「
子
供
に
係
る
均
等
割
の
免
除
」

に
つ
い
て
は
、｢

軽
減｣

と
し
て
、
全

国
知
事
会
や
全
国
町
村
会
の
大
会
に

お
い
て
決
議
さ
れ
、
関
係
大
臣
、
省

庁
に
要
請
を
し
て
い
る
。
北
海
道
の

全
市
町
村
に
お
い
て
も
国
保
連
合
会

を
通
じ
て
要
望
を
し
て
お
り
、
国
と

し
て
制
度
改
正
を
し
、
財
源
措
置
を

講
じ
る
こ
と
が
、
各
自
治
体
間
の
公

平
さ
を
保
つ
た
め
に
も
一
番
良
い
方

法
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
保
運
営
主
体
が
、
本
年

度
よ
り
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
の
広

域
連
合
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
国
保

税
の
賦
課
の
根
拠
と
な
る
広
域
連
合

に
納
め
る
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
上

昇
率
を
抑
制
す
る
激
変
緩
和
措
置
の

期
間
中
で
も
あ
り
、
今
後
、
こ
の
動

向
を
注
視
し
て
い
く
。

　
本
件
の
免
除
、
あ
る
い
は
減
免
に

つ
い
て
は
、
制
度
上
の
軽
減
措
置
に

加
え
、
本
町
に
お
い
て
単
独
で
実
施

す
る
段
階
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
再
質
問

本
町
も
高
齢
化
が
進
み
、
若

年
人
口
、
特
に
子
供
の
人
口

が
総
体
的
に
か
な
り
減
っ
て
き
て
い

る
が
、
国
保
加
入
者
で
対
象
人
数
は

ど
の
程
度
と
な
る
の
か
。

　
ま
た
、
財
源
の
問
題
で
は
、
来
年

か
ら
岩
手
県
宮
古
市
で
は
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
町
長
お
任
せ
分
を
使
っ
て

実
施
す
る
例
も
あ
る
。

　
先
程
の
対
象
者
数
と
本
町
に
あ
る

財
源
で
み
れ
ば
、
基
金
の
取
り
崩
し

で
も
可
能
で
は
な
い
か
。

答
弁 

町
長

全
国
的
に
は
、
均
等
割
を
減

免
な
り
廃
止
な
ど
、
あ
る
程

度
数
多
く
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
財
源
確
保
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
等
も
あ
る
。
本
町
の

現
在
は
基
金
残
高
も
あ
る
が
、
こ
の

基
金
に
つ
い
て
は
、
激
変
緩
和
措
置

終
了
後
に
ど
れ
だ
け
投
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
い
の
か
、
し
っ
か
り
見
極
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
子
供
の
被
保
険
者
数
に
つ
い
て
調

査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
未
就
学
児
童

か
ら
18
歳
ま
で
含
め
、
現
在
42
人
。

仮
に
減
免
あ
る
い
は
免
除
し
た
場

合
、
今
現
在
の
財
源
的
で
１
０
０
万

円
ほ
ど
で
大
き
な
財
源
に
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
が
減
免
措
置
を
ス

タ
ー
ト
す
る
と
、
現
在
は
財
政
状
況

が
許
さ
れ
る
か
ら
減
免
を
す
る
。
し

か
し
、
財
政
状
況
が
厳
し
く
な
っ
た

ら
ま
た
上
げ
る
と
な
る
と
大
変
な
困

難
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
今
後
の
動
向

を
み
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

Ｑ
国
保
税
・
子
供
の
均

等
割
の
免
除
を

免
除
・
減
免
は
、
単

独
で
実
施
す
る
段
階

で
は
な
い

ＱＡ 一
般
質
問中川議員
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わ
た
し
の
一
言

　
平
成
の
時
代
が
終
わ
り
令
和
に

移
り
替
わ
り
、
一
つ
の
区
切
り
と

し
て
時
代
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
昭
和
か
ら
平
成

に
替
わ
っ
た
31
年
前
は
バ
ブ
ル
時

代
と
言
わ
れ
、
好
景
気
で
金
利
も

今
で
は
あ
り
え
な
い
６
％
〜
８
％

と
い
う
高
金
利
で
、
明
る
い
上
昇

の
時
代
が
い
つ
ま
で
も
続
く
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
景
気
が
落
ち
込
ん
で
い
く
中

で
、
地
方
の
人
口
減
少
も
急
速
に

進
ん
で
行
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

　
北
海
道
は
こ
の
５
年
間
で
13
万

人
も
減
少
し
た
と
の
こ
と
。
今
で

は
札
幌
以
外
ど
こ
へ
行
っ
て
も
人

が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
最
近
は
特
に
新
聞
報
道

等
で
も
全
国
的
な
人
手
不
足
の
問

題
が
増
え
て
い
る
中
、
郵
便
局
も

Ａ
Ｉ
や
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
自
動
化
や
都

市
部
で
の
ド
ロ
ー
ン
で
の
配
達
、

外
国
人
の
採
用
等
も
検
討
さ
れ
る

状
況
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今

後
は
さ
ま
ざ
ま
な
所
で
さ
ら
に
変

わ
っ
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か

ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
や

フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
の

建
設
、
新
幹
線
延
伸
な
ど
楽
し
み

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

　
わ
が
町
幌
加
内
も
「
令
和
」
の

由
来
の
よ
う
に
夢
と
希
望
が
あ
り

と
て
も
楽
し
み
で
す
。
元
号
も
変

わ
り
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
、

い
つ
ま
で
も
災
害
の
な
い
、
自
然

豊
か
で
と
て
も
住
み
よ
い
幌
加
内

が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

川
原　
　
誠
さ
ん

●議会事務局からのお願い●
　議長宛の文書や案内状は、議長公務の日程を調整する必要がありますので、
直接議会事務局へ送付願います。

（送付先）　　〒 074-0492　北海道雨竜郡幌加内町字幌加内 4699 番地
幌加内町議会事務局宛

予
算
審
査

特
別
委
員
会
の
設
置

　

委
員
会
の
質
疑
・
応

答
は
広
報
ほ
ろ
か
な
い

７
月
号
で
掲
載
し
ま
す
。
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